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令 和 ５ 年 度  
 
        土 岐 市 資 金 不 足 比 率 審 査 意 見 書  
 
 
 
１  審 査 の 概 要  
 

こ の 資 金 不 足 比 率 審 査 は 、 地 ⽅ 公 共 団 体 財 政 健 全 化 法 に お け る 市 ⻑ か ら
提 出 さ れ た 令 和 ５ 年 度 土 岐 市 資 金 不 足 比 率 及 び そ の 算 定 の 基 礎 と な る 事 項
を 記 載 し た 書 類 が 適 正 に 作 成 さ れ て い る か ど う か を 主 眼 と し 、 あ わ せ て 関
係 職 員 の 説 明 を 聴 取 し 、 質 問 等 を 行 い 、 審 査 を 実 施 し た 。  

 
 
２  審 査 の 期 間  
 

令 和 ６ 年 ６ 月 ２ ４ 日 か ら 令 和 ６ 年 ８ 月 １ ９ 日 ま で  
 
 
３  審 査 の 結 果  
 

審 査 に 付 さ れ た 下 記 の 資 金 不 足 比 率 及 び そ の 算 定 の 基 礎 と な る 事 項 を 記
載 し た 書 類 に つ い て 、 係 数 は 関 係 諸 帳 簿 と 符 合 し て お り 、 い ず れ も 適 正 に
作 成 さ れ て い る も の と 認 め た 。  

な お 、 審 査 の 検 証 経 過 等 に つ い て は 、 別 添 の と お り で あ る 。  
 
 

記  
 
(1)資 金 不 足 比 率  
 

会  計  名  令 和 ５ 年 度  資 金 不 足 比 率  経 営 健 全 化 基 準  
 
① 水 道 事 業 会 計  

       （ ％ ）  
―  

      （ ％ ）  
20.0 

② 病 院 事 業 会 計  ―  20.0 
③ 下 水 道 事 業 会 計  ―  20.0 
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別 添 １  
 
１  資 金 不 足 比 率 の 審 査  
 

当 年 度 に お け る 資 金 不 足 比 率 の 審 査 に つ い て は 、 国 が 示 し て い る チ エ ッ ク ポ イ ン
ト に よ り 、 市 ⻑ か ら 提 出 さ れ た 書 類 の 数 値 が 適 正 に 採 ⽤ さ れ て い る か の 検 証 を 行 っ
た 。  

こ の 結 果 に 係 る 主 な 検 証 経 過 等 は 、 次 の と お り で あ る 。  
 
 資 金 不 足 比 率 は 、 公 営 企 業 ご と の 資 金 不 足 額 の 事 業 の 規 模 に 対 す る 比 率 で あ る 。  
 そ の 算 定 過 程 は 、 公 営 企 業 会 計 に 係 る 資 金 不 足 等 の 法 適 ⽤ 企 業 の 水 道 事 業 会 計 は 資
金 剰 余 額 が 578,955 千 円 、 病 院 事 業 会 計 は 254,857 千 円 、 下 水 道 事 業 会 計 は 446,150 千
円 、 と な っ た た め 、 資 金 不 足 比 率 は 「  ― ％  」 と 記 載 さ れ 、 そ れ ぞ れ に な し と 表 現 さ
れ て い る 。  
 
 
２  む す び  
 
 以 上 が 、 令 和 ５ 年 度 地 ⽅ 公 共 団 体 財 政 健 全 化 法 に お け る 資 金 不 足 比 率 及 び 附 属 書
類 を 審 査 し た 結 果 の 概 要 で あ る 。  
 な お 、 ま と め と し て 、 算 定 資 料 に あ る 資 金 不 足 比 率 は 「 ― ％ 」 と 記 載 さ れ 、 各 会
計 と も に 経 営 健 全 化 基 準 と 比 較 す る 資 金 不 足 が な い 。  
 特 に 改 善 を 要 す る 指 摘 す べ き 事 項 は な か っ た 。  
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別 添 ２ 

 

○ 審 査 補 足 資 料  
 

１  資 金 不 足 比 率 の 算 定 ⽅ 法  
 

 

①  資 金 不 足 比 率 ＝  
  資 金 の 不 足 額     

事 業 の 規 模  
            
 ※ 公 営 企 業 ご と の 資 金 の 不 足 額 の 事 業 の 規 模 に 対 す る 比 率 で あ る 。  
 

・  資 金 の 不 足 額 ： 資 金 の 不 足 額 （ 法 適 ⽤ 企 業 ） ＝  
       （ 流 動 負 債 ＋ 建 設 改 良 費 等 以 外 の 経 費 の 財 源 に 充 て る た め に  

起 こ し た 地 ⽅ 債 の 現 在 高 ― 流 動 資 産 ） ― 解 消 可 能 資 金 不 足 額          
 

          資 金 の 不 足 額 （ 法 非 適 ⽤ 企 業 ） ＝  
         （ 繰 上 充 ⽤ 額 ＋ 支 払 繰 延 額 ・ 事 業 繰 越 額 ＋ 建 設 改 良 費 等 以 外

の 経 費 の 財 源 に 充 て る た め に 起 こ し た 地 ⽅ 債 現 在 高 ） ― 解 消
可 能 資 金 不 足 額  

 

   ※ 解 消 可 能 資 金 不 足 額 ： 事 業 の 性 質 上 、 事 業 開 始 後 一 定 期 間 に 構 造 的 に 資 金 の 不
足 額 が 生 じ る 等 の 事 情 が あ る 場 合 に お い て 、 資 金 の 不 足
額 か ら 控 除 す る 一 定 の 額  

 

   ※ 宅 地 造 成 事 業 を 行 う 公 営 企 業 に つ い て は 、 土 地 の 評 価 に 係 る 流 動 資 産 の 算 定 等
に 関 す る 特 例 が あ る 。  

 

・  事 業 の 規 模 ： 事 業 の 規 模 （ 法 適 ⽤ 企 業 ） ＝  
営 業 収 益 の 額 ― 受 託 工 事 収 益 の 額  

         事 業 の 規 模 （ 法 非 適 ⽤ 企 業 ） ＝  
               営 業 収 益 に 相 当 す る 収 入 の 額 ― 受 託 工 事 収 益 に

相 当 す る 収 入 の 額  
 

 

※ 指 定 管 理 者 制 度 （ 利 ⽤ 料 金 制 ） を 導 入 し て い る 公 営 企 業 に つ い て は 、 営 業 収
益 の 額 に 関 す る 特 例 が あ る 。  

※ 宅 地 造 成 事 業 の み を 行 う 公 営 企 業 の 事 業 の 規 模 に つ い て は 、「 事 業 経 営 の た
め の 財 源 規 模 」（ 調 達 し た 資 金 規 模 ） を 示 す 資 本 及 び 負 債 の 合 計 額 と す る 。  
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